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特
別
永
住
者
の
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
に
在
住
す
る
特
別
永
住
者
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

一

平
成
二
十
一
年
版
在
留
外
国
人
統
計
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
年
以
前
よ
り
引
き
続
き
日
本
に
在
住
す
る
者
と
そ
の
子
孫
で

あ
る
特
別
永
住
者
が
四
十
二
万
三
百
五
人
、
そ
れ
以
外
の
一
般
永
住
者
が
四
十
九
万
二
千
五
十
六
人
で
あ
る
（
平
成
二
十
年

末
現
在
）
。
特
別
永
住
者
の
内
訳
で
は
韓
国
・
朝
鮮
の
出
身
者
が
四
十
一
万
六
千
三
百
九
人
と
、
特
別
永
住
者
の
九
十
九
％

以
上
を
占
め
て
い
る
。

�

日
本
政
府
は
七
十
年
代
初
め
か
ら
韓
国
籍
・
朝
鮮
籍
の
別
な
く
「
韓
国
・
朝
鮮
」
籍
と
し
て
ま
と
め
て
公
表
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
を
う
か
が
う
。

�

韓
国
・
朝
鮮
の
出
身
者
四
十
一
万
六
千
三
百
九
人
に
つ
い
て
、
韓
国
籍
・
朝
鮮
籍
別
の
人
数
の
内
訳
を
お
示
し
い
た
だ

き
た
い
。

二

民
間
調
査
機
関
の
報
告
に
よ
る
と
、
法
務
省
は
平
成
十
五
年
七
月
以
降
、
特
別
永
住
者
の
帰
化
申
請
に
お
い
て
、
帰
化
の

動
機
書
、
在
勤
証
明
書
、
給
与
証
明
書
、
最
終
学
歴
を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
免
除
す
る
な
ど
、
手
続
き
の
簡
略
化
を
実
施

し
て
い
る
と
い
う
。
行
政
の
判
断
で
な
し
崩
し
的
に
手
続
き
を
簡
略
化
し
て
い
る
点
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

一



�

手
続
き
を
簡
略
化
し
た
理
由
は
何
か
。

�

手
続
き
を
簡
略
化
し
た
こ
と
で
、
我
が
国
の
政
治
体
制
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
お
考
え
か
。

�

今
後
、
手
続
き
を
厳
格
な
も
の
に
戻
す
意
思
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


